
都道府県労働局労働基準部安全主務課長殿

基安安発 0206第2号

平成 25年 2月 6日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

(契印省略)

厚生労働大臣登録の検査業者に対する要請について

貴局管内に所在する厚生労働大臣登録の検査業者に対する平成 24年度の監査指導の結

果、別添のとおり改善要請を行うこととしたので、貴職から直接手交し、必要な指導を行

うようお願いします。

また、改善報告書についても、貴職を経由して確認された上で、当職に報告頂くようお

願いします。
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主主安発0206第4芳

平成 25年 2月 6日

関関!?i繍
厚生労働省労働基糊 iti恥羽田

安全衛生部;出距離組事

検査業者としての適正な業務運営について

貴社における検査染者としての業務運営・管王援について、平成24年 12Jl 

S自に労働安全容疑生法第96条第3項の規定に2毒づく検室主主と実施した結果、適

正な業務遂営を進める上で改善を必要とする毒事項が認められましたので、その

改善を下認のとおり要請します。

なお、これらの事項の改善結来については、平成25年3月8悶まで、に報告

してください。

ロμ
圭一悶



7r~'jjjt 
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検資業者としての適正な業務i安部こついて

資制ニにおける検査業者としての業務運営・管裂について、平成24年 12月

4日に労働安全衛生法第 96条多彩 3:療の規定に基づく検査を実施した結果、遜-

lEな業務運営告と進める上で改善をと必要とする事項が認められましたので、その

改静香?下記のとおり聖書誇します。

なお、これらの事項の改善結果については、平成 25生存3月 8日までに報告

してください。

記
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基安発0206第6号

平成 25年 2月 6日

関誌!縄開
厚生労働省矧勤時局幽富島-i:羽田

安全祭111結盟副長

検査業者としての適正な業務遼営について

貴社における検査業者としての業務運営・管怒について、平成24年 12月

4日に労働安全衛生法第 96条第 3項の規定に基づく検査を実施した結来、 i遊
IEな業務運営を進める上で改善告と必要喜とする事項が認められましたので、お知

らせします。

記
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検査業者としての適正な業務運営について

芸者社における検査業者としての業務運営・管理について、平成24年 12月

2013に労働安会衛生法第96条第3攻の規定に基づく検盗を実jjf['した結果、

適lEな業務運営を進める上で改善を必要とする事項が認められましたので、そ

の改喜多を下記のとおり婆誇します。

なお、これらの事項の改善結果については、平成25年 3月8日までに報告

してください。

言己
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基安発0206第8号

平成 25生存 2月 6日
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検王室業者としての適正な業務運営について

貴社における検査業者としての業務逐営・管理について、平成 24年 12月

21日に労働安全衛生法第 96条第 3攻の規定に基づく検査を実施した結主義、

適正な業務遂営を進める上で改善幸を必華客とする事項が認められましたので、そ

の改善春を下記のとおり要務します。

なお、これらの事項の改議結果については、平成25年3月8日までに報告

してください。

言ヨ
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主主安発0206第9号

平成 25生存 2;尽6日
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検査業者としての適正な業務運営について

貴社における検査業者としての業務運営・管理について、平成24年 12月

2 1日に労働安全衛生法第 96条第3項の規定に議長づく検査を喜怒施した結果、

適正な業務運営を進めるj二で改善幸告と必要とする事項が認められましたので、そ

の改善を下記のとおり要務します。

なお、これらの事項の改善結果については、平成25年3月8日までに報告

してください。。

言己
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基安発0206第 10号

平成 25年 2JJ 6日

検査業者としての適正な業務運営について

支社における検査業者としての業務運営・管理について、平成24年 11月

22日に労働安全衛生法第 96条第3演の規定に事長づく検査を実施した結果、

適正な業務運営を進める上で改善を必要とする事攻が認、められましたので、そ

の改善を下記のとおり築設します。

なお、これらの事項の改務結果については、平成25年3月8日までに報告

してください。

記



基安発0206第11号

平成 25年 2月 6日

検査業者としての適正な業務運営について

賞干上における検査業者としての業務運営・管理について、平成24年 11月

1 2 13に労働安全衛生法第96条第3項の規定に基づく検査を実施した結果、

適正な業務運営を進める上で改善を必婆とする事壌が認められましたので、そ

の改善を下記のとおり要議します。

なお、これらの事項の改慈結果については、平成25生存3月8日までに報告

してください。

言己
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基安発0206第12号

平成 25生存 2月 6日

題韓関繍
厚生労働省労働空準局職議恥細

安全問吋鞍瞬間E

検ヨ筆業者としての適正な業務運営について

費社における検査業者としての業務返営・管理について、平成24年 11jj

8闘に労働安全衛生法第 96条第3攻の規定に基づく検査を実織した給来、適

正な業務滋営を進める上で改善を必要とする事項が認められましたので、その

改善を下記のとおり主要絡します。

なお、これらの事墳の改務結果については、平成"25年 3月8日までに報告

してください。

開
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主主安発0206第 13号

平 成 25年 2月 6日

制
側
側
川
叫
臨
民
一

一以司
1
引

M
m山一

一関払一取

高
起
訴
紅
W
伎一

一
覇
基
調
}

局

部

地

中

生

甘

都

衛

働

全
労

安

岩岡
i

働労金問
時

検査業者としてのi商工乏な業務運営について

主聖子土における検査業者としての業務遂営・管理について、平成24年 12月

20日に労働安全衛生法第96条第3項の規定iこ基づく検査を災漉した結果、

適正な業務遼滋'を巡める上で改善を必要とする事項が認められましたので、そ

の改善を下記のとおり主要請します。

なお、これらの事項の改善結果については、平成25年 3月813までに報告

してください。

記
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検査業者としての適正な業務運営について

安宇土における検資業者としての業務運営・管理について、平成24年 11月

7日に労働J安全衛生法第 96条第3壌の規定に基づく検資を実施した結果、適

1ξな業務運営を進める上で改蕃を必要とする事項が認められましたので、その

改喜多を下音色のとおり主要請します。

なお、これらの事項の改替結果については、平成25年3月 8日までに報告

して4ださい。

記
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基交発0206第 15号

平成 25年 2月 6罰

検変業者としての適正な業務運営について

安社における検査業者としての業務運営・管理について、平成24年 11月

8日に労働安全衛生法第96条第8攻の規定に主主づく検査を楽施した結果、適

正な業務運営を進める上で改援を必要とする事項が認められましたので、その

改替を下記のとおり察官官します。

なお、これらの事項の改苦手結果については、平成25:-q三3月8悶までに報告

してください。

記
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基安発0206第 16号

平成 25年 2月 6日

検査業者としての適正な業務運営について

索枕における検査業者としての業務運営'管理について、平成24年 12月

27尽に労働安全衛生法第96条第3項の規定に基づく検査を実施した結来、

適正な業務運営を進める上で改善幸を必婆とする;事項が認められましたので、そ

の改善告と下記のとおり華~~脅します。

なお、これらの事項の改善結果については、平成25年 3月 8日までに報告

してください。

記
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主主安予告020 6~露 1 7号

平成 25年:2A 6日

安全衛生部

検査業者としての滋:tEな業務運営について

設社における検査業者としての業務運営・管理について、平成24年 l1A

6釘に労働安全衛生法第 96条第3墳の規定に基づく検査在実施した結果、適

正な業務i運営を進める上で改喜多を必要とする事項が認められましたので、その

改喜善:(j:下記のとおり主要請します。

なお、これらの事項の改善結果については、平成25年 3月8悶までに報告

してください。

記
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基安喜善0206第18号

平成 25年 2月 6日

安全衛生部

検資業者としての適正な業務運営について

食社における検査業者としての業務遼営・管理について、平成24生存11月

6自に労働安全衛生法第 96条第3攻の規定にま毒づく検査を実施した絡巣、適

正な業務運営を進める上で改善幸を必要とする専攻が認められましたので、その

改善を下記のとおり要請します。

なお、これらの事項の改喜妥結果については、平成25年 3月8日までに報告

してください。

言芭
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基安発0206第19号

平成 25年 2月6日

安全衛生者[1

検査業者としての適正な業務運営について

霊安社における検変業者としての業務遂営・ 1管理について、平成24年 11月

121'l1こ労働安全衛生法第 96条第3項の規定に基づく検査を実施した結果、

適正な業務運営を進める上で改穫を必要とする事墳が認められましたので、そ

の改事手を下記のとおり要請します"。

なお、これらの事項の改蕃結果については、平成25年3JJ 8日までに報告

してください。

言己
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奉安発0206第20号

平成 25年 2月 6臼

慰問輔自
馳労働省労働基準局揺詰ih注目

安全衛生部種目議長自信

検査業者としての適正な業務違営について

まを社における検査業者としての業務遂営・管理について、 SfL成 24年 11月

1 2日に労働安全衛生法第96条第3壌の規定に基づく検査を災砲した結果、

適正な業務運営を進めるjこで改善を必要とする事項が認められましたので、そ

の改善を下記のとおり婆言脅します。

なお、これらの事項の改善結果については、平成25年3月8日までに報告

してください。

記
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2定安発 0206~21号

平成 25年 2月 6日

検家業者としての適正な業務遂営について

食社における検査業者としての業務運営・管理について、-'j!.成24年 1Ui 

13慌に労働安全衛生法第 96条第3墳の規定に法づく検査を実施した結果、

適正な業務運営を進める上で改善を必要とする事項が認められましたので、そ

の改替を下記のとおり重要苦脅します。

なお、これらの事項の改詩結果については、平成25年 3fJ 8日までに報告

してください。

記
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奉安発0206第22号

平成 25年 2月 6日

1留守詰!担当調
厚生労働省22322!訴訟ME

議125続出i出
検査業者としての適正な業務運営について

煮干土における検査業者としての業務運営・管理について、平成24生存 11月

14日に労働安全衛生法第96条第8項の規定に基づく検査を実施した結果、

適正な業務運営を進める上で改善を必要とする事項が認められましたので、そ

の改善を下記のとおり婆請します。

なお、これらの事項の改号妥結果については、平成25年3月8日までに報告

してください。

記
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検査業者としての遊1Eな業務運営について

食干上における検査染者としての業務運営・管理について、平成24年 11月

14 Sに労働安全衛生法第96条第3項の規定に基づく検査な実施した結菜、

適正な業務運営を進める上で改替を必婆とする事壌が認められましたので、そ

の改善を下記のとおり重要請します。

なお、これらの事項の改主妥結巣については、平成 25&手3月8日までに報告

してください。
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2喜安発0206第24号

平成 25年 2}J6日

検査業者としての適IEな業務運営について

貴社における検査業者としての業務運営・管環について、平成24年 12}J

6 Sに労働安全衛生法第 96条第 3攻の規定Iこ基づく検資を災錯した結果、適

正な喜義務運営を進める上で改欝を必要とする事項が認められましたので、その

改善幸を下記のとおり要請します。

なお、これらの事項の改善結果については、平成25年3月8Sまでに報告

してください。
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議安発0206第25号

平成 25年 2月 613 

前諸問調
厚生労働省労働騨局 jiRii話;言語調

安全衛生部腎iEi開E

検査業者としての適正な業務遂営について

愛社における検査業者としての業務運営・管理について、平成24年 12月

7日に労働安全衛生法第 96条第3嘆の規定に基づく検査を笑施した結巣、適

正な業務運営を進める上で改善を必要とする理事項が認められましたので、その

己主主警な下記のとおり重要務します。

なお、これらの事項の改善結果については、平成25年 3月8日までに報告

してください。

記



73込

主主安発0206第26号

平成 25年 2月 6日

検査業者としての適正な業務運営について

主主性における検査業者としての業務運営・管理について、平成24年 12月

7日に労働安全衛生法第 96条第3項の規定に基づく検査を実施した結果、適

正な業務遂蛍告と進める上で改善寺を必要とする事項が認められましたので、その

号主主審を下記のとおり要請します。

なお、これらの苓項の改善結果については、平成25生存3月 8日までに報告

してください。

者包
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基安発0206第27号

平成 25年 2月 6日
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検資業者としての適疋な主義務遂営について

費社における検査業者としての業務運営・管理について、平成24年 12月

14日に労働安全待7生法第96条第3壌の規定に慈づく検査を実施した結糸、

適正な業務漆営を進める上で改替を必要とする事壌が認められましたので、そ

の改善を下記のとおり褒請します。

なお、これらの事項の改善結果については、平成 25年 3月 8日までに報告

してください。

記
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基安発0206第28号

平成 25年 2月 6日

摩守稿!iif容認
厚生労働省労働基準局15153自

安全衛生部議日副長

検宝託業考としての適正な業務運営について

索社における検査業者としての主義務運営・管理について、平成24年 12月

14日に労働法会衛生法第 96条第3攻の規定に基づく検査を実施した結果、

適正な業務遼蛍を進める上で改畿を必要とする事壌が認められましたので、そ

の改善を下認のとおり聖書籍します。

なお、これらの事項の改善結果については、平成 25年3月8日までに報告

してください。

記
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基安発 0206第29号

平成 25年 2Jl 6毘

検査業者としての適正な業務運営について

主母校における検査業若手としての業務運営・管理について、平成24年 12月

1 3 J;lに労働安会衛生法第96条第3攻の規定に基づく検交を実施した結系、

適正な業務運営を進める上で改善を必要とする毒事項が認められましたので、そ

の改善を下認のとおり望書言脅します。

なお、これらの事項の改善結果については、平成25年 3Jl8日までに報告

してください。

コ4長一面一
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検査業者としての適正な業務運営について

資干上における検5授業者としての業務運営・管理についで、平成24年 11月

29日に労働安全衛生法第96条第3:嘆の規定に基づく検査を笑臆した結果、

適正な業務遂営を進める上で改善を必要とする専攻が認、められましたので、そ

の改善をで記のとおり主要請します。

なお、これらの事墳の改善結果については、平成25年 3月 81=1までに報告

してください。

記
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政
問
刷
出
削
山
本
知
い

山
総
湖
沼
制
問

黒
川
仁
川
正
配

制

q
d
u
v
~
i
4
4
専
門
に
け
じ

哨

pwhHIM
川
市
山
万
行
日

同
村
山
し
尚
一
一
氏
U
1
エ

勝
戦
陣

局

部

準

金

基

衛

働

全

労

安

省働労生一厚

i検室長業者としての適正な業務運営について

貴社における検査業者としての業務運営・管理について、平成24年 11s!

20日に労働安全衛生法第96条m3墳の規定に2基づく検査を実施した結果、

適正な業務運営を進める上で改替を必要とする事項が認められましたので、そ

の改畿を下記のとおり察官脅します。

なお、これらの事項の改喜妥結系については、平成25 Aj三3月 80までに報告

してください。

記
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基安発0206第32-l手

平成 25年 2月 6日

議~~f:~L~;~:!情
厚生労働省労協糊!陸iihiH詣

安全衛生部菊五:L[jごiJr::::. f;1庶

1朝日itail設

1会主託業者としての溺1Eな業務運営について

貴祉における検査業者としての業務運営・管理について、平成24年 11月

2013に労働安全衛生法第96条第3項の規定に基づく検盗を実施した結果、

適正な業務運営を進める上で改替を必要とする事項が認められましたので、そ

の改善寺を下記のとおり援競します。

なお、これらの事項の改善結果については、平成25年3JJ8日までに報告

してください。

記



家事

基安発0206第33号

平成 25生存 2月 6日

検王託業者としての適正な業務運営について

気社における検変業者としての業務運営・管理について、平成24年 11月

19日に労働安全衛生法第96条第3項の規定iこ基づく検査を実施した総菜、

巡蕊な業務運営を進める上で改善幸そ必要とする事壌が認められましたので、そ

の改善を下認のとおり華客誇します。

なお、これらの事項0)改議結果については、平成25年 3月8臼までに報告

してくださb、

記
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諮
問
雨
自
に
担

問
沿
一
日
1
刈
刈
叫
制
服
凶

W
1
1
f
h
江戸復

帰
松
島
町
山

静
畿
開

局

部

騨

鮎

働

金

労

安

省織労生摩

検査業者としての適正な業務運営について

食社における検ヨ託業者としての業務運営・管理について、平成24年 11月

13F-l1乙労働安全衛生法第96条第3項の規定に基づく検査在実施した結泉、

適lEr.ょ業務運営を進める上で改喜多を必要とする事項が認められましたので、そ

の改善を下記のとおり~読します。

なお、これらの事項の改蕃結果については、平成 25年3月8日までに報告

t して〈ださい。

記
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主主安発0206第 35芳

平成 25年 2月 613 

検査業者としての適正な業務運営について

重量社における検査業者としての芸能務運営・管理について、平成24年 11月

1 2日に労働安全衛生伝法第96条第3項の規定に議づく検査を実施した結果、

適IEな業務違営伝送める上で改善華を必要とする事項が認められましたので、そ

の改畿を下記のとおり華客言脅します。

なお、これらの事項の改善結果については、平成25年 3月8日までに報告

してください。

コ]
四日一言一洞



ずる

2喜安発0206第36号

平成 25年 2A 6日

検資業者としての適正な業務遼蛍‘について

3託社における検宝託業者としての業務遼営・管理について、平成;'24年 11月

1 3 13 ，ζ労働安全衛生法第 96条第3項の規定にさ毒づく検主主を実施した結系、

適正な業務連営を進める上で改器を必聖書とする事壌が認められましたので、そ

の改務省と下記のとおり華客百脅します。

なお、これらの事項の改善結果については、平成25年 3月813までに報告

してください。

記
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基安発0206第37号

平 成 25年 2月 6日

検査業者としての適正な業務運営について

章者ネ上における検査業者としての業務運営・管理について、平成24年 12月

7日に労働安全衛生法第 96条第3項の規定に基づく検資を実施した結来、適

正な業務運営を進める上で改畿を必要とする事項が認められましたので、その

改善を下記のとおり要請します。

なお、これらの苓項の改主妥結果については、平成25年 3jj 8臼までに報告

してください。

言日
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平成 25年 2月 6日

|前器開港自
厚生労働省労働基準局l誌協議論自

安全?全部噛ig~副監

検資業者としての適正な業務遂営について

:食中土における検査業者としての業務運営・管理について、平成24年 12月

7日に労働安全衛生法第96条第3項の規定に基づく検査を実績した給5菜、適

正な業務運営を進める上で改静香ど必裂とする事壌が認められましたので、その

改善幸を下記のとおり要請します。

なお、これらの泰嘆の改慈結5誌については、平成25年 3月8日までに報告

してください。

言己
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検査業者としての適正な業務運営について

設社における検受業者としての業務運営・管理について、平成 24年 12sl

6日に労働安全衛生法第96条第3演の規定に基づく検査を笑擬した結果、適

正な業務運営を進める上で改善を必重要とする事療が認められましたので、その

改善を下記のとおり婆務します。

なお、これらの毒事項の改蕃結果については、平成25年 3月8日までに報告

してくださし、。

~C 
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慰問繍
厚生労働省門戸空鋭部ぷi~líïl

女捌制官iE記長酷

検王室業者としての適五な業務逮営について

ま堂社における倹資業者としての業務運鴬・管理について、平成24年 11月

28自に労働安全衛生法第96条第3項の規定に基づく検査を実施した結果、

適正な業務運営を進める上で改替を必要とする事項が認められましたので、そ

の改善を下記のとおり婆昔脅します。

なお、これらの事項の改善総菜については、平成25年 3月813までに報告

してくださU、。

言己
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検主主業者としての適正な業務運営について

貴社における検査業者としての業務運営・管理について、平成 24年工 1月

28日に労働安全衛生法第 96条第3項の規定に基づく検査を実施した結果、

適正な業務遂営を進める土で改善を必要とする事項が認められましたので、そ

の改善を下記のとおり主主請します。

なお、これらの事項の改善結果については、平成25年3月 8日までに報告

してください。

記
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検査業者としての適正な業務運営について

貴社における検査業者としての業務運営・管理について、平成24年 11月

29日に労働安全衛生法第96条第3項の規定に基づく検査を実施した結果、

適正な業務運営を進める上で改善を必要とする事項が認められましたので、そ

の改善を下記のとおり要請します。

なお、これらの事項の改善結果については、平成25年 3月8日までに報告

してくださv'o

記


